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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂製の基材と、この基材の少なくとも一方の面側に積層され、セルロースナノファイ
バーを含有するガスバリア層と、このガスバリア層の一方の面側に積層される紙素材を備
えるガスバリア性シートの製造方法であって、
　セルロースナノファイバーを含有する塗工液を上記基材の少なくとも一方の面に塗工す
る工程、
　上記塗工液を塗工した上記基材の面に上記紙素材を貼り合わせる工程、及び
　上記塗工液を乾燥する工程
を備えることを特徴とするガスバリア性シートの製造方法。
【請求項２】
　上記乾燥工程での温度が１０℃以上１６０℃以下である請求項１に記載のガスバリア性
シートの製造方法。
【請求項３】
　上記ガスバリア層の塗工量が０．５ｇ／ｍ２以上３０ｇ／ｍ２以下である請求項１又は
請求項２に記載のガスバリア性シートの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ガスバリア性シートの製造方法及びガスバリア性シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、包装紙は食物等の被包装物を包装するための包装材として多く用いられるように
なっている。このような包装紙は、被包装物に由来する臭気が外部に漂わないように、ま
た外部から酸素等が侵入して被包装物の劣化を招かないように、酸素等に対する高いガス
バリア性が求められている。
【０００３】
　そのため、このような高いガスバリア性の要求に応じるべく、上記包装紙として変質の
重要な起因物質とされている酸素の透過をバリアするガスバリア層を有するフィルムや複
合紙が検討されている。このようなガスバリア層としては、アルミニウム等の金属箔や金
属蒸着フィルム、ポリ塩化ビニリデン等の樹脂フィルム、無機酸化物を蒸着したセラミッ
ク蒸着フィルム等が検討されている。
【０００４】
　しかし、ガスバリア層としてアルミニウム等の金属箔や金属蒸着フィルムを用いる場合
には、異物混入防止のための金属探知機を用いた検査を行うことが不可能であり、また廃
棄時に不燃物処理をしなければならない等の問題がある。また、ポリ塩化ビニリデン等の
樹脂フィルムを用いる場合には、廃棄、焼却時に有害物質を発生する可能性がある。さら
に、無機酸化物を蒸着したセラミック蒸着フィルムを用いる場合には、硬い蒸着層がフレ
キシビリティ（可撓性）に欠け、加工適正を損なうという問題がある。
【０００５】
　上記の事情に鑑み、セルロースエーテルを含有するガスバリア性コーティング剤を基紙
にコーティングしたガスバリア性材料が開発されている（特開２０１２－２０１７８５号
公報参照）。しかし、製造方法等によってはガスバリア層内にクラック等が発生し、ガス
バリア層のガスバリア性が低下するという不都合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－２０１７８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記のような不都合に鑑みてなされたものであり、ガスバリア性、特に酸素
透過バリア性に優れたガスバリア性シートの製造方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は、上記不都合を解決するために鋭意検討を重ねた結果、セルロースナノフ
ァイバーを用い、特定の塗工工程、貼合工程及び乾燥工程を備えるガスバリア性シートの
製造方法が、ガスバリア性に優れたガスバリア性シートの製造方法であることを見出し、
本発明を完成するに至った。
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた発明は、樹脂製の基材と、この基材の少なくとも一
方の面側に積層され、セルロースナノファイバーを含有するガスバリア層と、このガスバ
リア層の一方の面側に積層される紙素材を備えるガスバリア性シートの製造方法であって
、セルロースナノファイバーを含有する塗工液を上記基材の少なくとも一方の面に塗工す
る工程（塗工工程）、上記塗工液を塗工した上記基材の面に上記紙素材を貼り合わせる工
程（貼合工程）、及び上記塗工液を乾燥する工程（乾燥工程）を備えることを特徴とする
ガスバリア性シートの製造方法である。
【００１０】
　当該ガスバリア性シートの製造方法によれば、セルロースナノファイバーを用いてガス
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バリア性に優れたガスバリア性シートを得ることができる。また、熱乾燥した場合であっ
ても、湿潤状態のバリア層の表出面側に紙素材が積層されるため、湿潤状態のガスバリア
層から紙素材へ水分が液体状態のまま浸透し、紙素材から水分が蒸発することにより、均
一かつ緻密なセルロースナノファイバー含有層を形成でき、優れたガスバリア層を形成し
、ガスバリア性シートのガスバリア性をより向上させることができると推測される。
【００１１】
　上記乾燥工程での温度としては、１０℃以上１６０℃以下が好ましい。乾燥工程での温
度が上記範囲であることで、ガスバリア性の高いガスバリア性シートをより確実かつ容易
に得ることができる。
【００１２】
　上記ガスバリア層の塗工量としては、０．５ｇ／ｍ２以上３０ｇ／ｍ２以下が好ましい
。ガスバリア層の塗工量が上記範囲であることで、ガスバリア層の均一性をより向上させ
ることができる。
【００１３】
　上記課題を解決するためになされた別の発明は、当該ガスバリア性シートの製造方法に
より得られるガスバリア性シートである。当該ガスバリア性シートは、上述したようにガ
スバリア性に優れる。
【００１４】
　上記ガスバリア性シートの酸素透過度としては、１．３ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ以
下が好ましい。ガスバリア性シートの酸素透過度が上記範囲であることで、ガスバリア性
シートのガスバリア性をより高めることができる。
【００１５】
　ここで、「セルロースナノファイバー」とは、繊維幅がナノサイズのセルロース微細繊
維を含むセルロース繊維をいう。
【００１６】
　また、ガスバリア性シートの「酸素透過度」とは、ＪＩＳ－Ｋ－７１２６－１：２００
６「プラスチック－フィルム及びシート－ガス透過度試験方法－１部：差圧法」に準拠し
て測定される値をいう。
【発明の効果】
【００１７】
　上述のように、当該ガスバリア性シートの製造方法はガスバリア性に優れたガスバリア
性シートを容易かつ確実に得ることができる。従って、当該ガスバリア性シートの製造方
法によって得られるガスバリア性シートはこのような特性が求められる用途、特に食品包
装材として好適に用いることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明のガスバリア性シートの製造方法及びガスバリア性シートの実施形態につ
いて説明する。
【００１９】
＜ガスバリア性シートの製造方法＞
　当該ガスバリア性シートの製造方法は、樹脂製の基材と、この基材の少なくとも一方の
面側に積層され、セルロースナノファイバーを含有するガスバリア層と、このガスバリア
層の一方の面側に積層される紙素材を備えるガスバリア性シートの製造方法である。当該
ガスバリア性シートの製造方法は、セルロースナノファイバーを含有する塗工液を上記基
材の少なくとも一方の面に塗工する工程、上記塗工液を塗工した上記基材の面に上記紙素
材を貼り合わせる工程、及び上記塗工液を乾燥する工程を備える。以下、各工程について
詳説する。
【００２０】
（塗工工程）
　本工程では、セルロースナノファイバーを含有する塗工液を上記基材の少なくとも一方
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の面に塗工する。本工程を行うことで塗工液が塗工された基材を得ることができる。
【００２１】
　セルロースナノファイバーを樹脂製の基材上に積層した場合、加熱乾燥では、ガスバリ
ア性が発現されない傾向がある。明確な理由は明らかとなっていないが、セルロースナノ
ファイバー層内部から水蒸気が蒸発することにより、乾燥後のセルロースナノファイバー
層内にガス透過経路が存在するため、セルロースナノファイバーでは、ガスバリア層の表
出面に紙素材を貼り合わせて均一に乾燥させる工夫が必要となる。紙を貼り合せることに
より、セルロースナノファイバー層から紙へ水が移行し、紙から水が蒸発するため、セル
ロースナノファイバー層にはガス透過経路が存在せず、高いバリア性が発現すると推測さ
れる。
【００２２】
　原材料として用いるパルプ繊維としては、例えば、
　広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢＫＰ）、広葉樹未晒クラフトパルプ（ＬＵＫＰ）等の広
葉樹クラフトパルプ（ＬＫＰ）、針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）、針葉樹未晒クラ
フトパルプ（ＮＵＫＰ）等の針葉樹クラフトパルプ（ＮＫＰ）等の化学パルプ；
　ストーングランドパルプ（ＳＧＰ）、加圧ストーングランドパルプ（ＰＧＷ）、リファ
イナーグランドパルプ（ＲＧＰ）、ケミグランドパルプ（ＣＧＰ）、サーモグランドパル
プ（ＴＧＰ）、グランドパルプ（ＧＰ）、サーモメカニカルパルプ（ＴＭＰ）、ケミサー
モメカニカルパルプ（ＣＴＭＰ）、晒サーモメカニカルパルプ（ＢＴＭＰ）等の機械パル
プ；
　茶古紙、クラフト封筒古紙、雑誌古紙、新聞古紙、チラシ古紙、オフィス古紙、段ボー
ル古紙、上白古紙、ケント古紙、模造古紙、地券古紙、更紙古紙等から製造される古紙パ
ルプ；
　古紙パルプを脱墨処理した脱墨パルプ（ＤＩＰ）などが挙げられる。これらは、本発明
の効果を損なわない限り、単独で用いてもよく、複数種を組み合わせて用いてもよい。
【００２３】
　パルプ繊維としては、これらの中で、パルプ繊維を含有する塗工液の乾燥が容易となる
観点から、化学パルプが好ましく、広葉樹クラフトパルプ（ＬＫＰ）がより好ましい。
【００２４】
　パルプ繊維は、本発明の効果を損なわない限り、その他の製紙用薬剤を任意に含有して
いてもよい。
【００２５】
　その他の製紙用薬剤としては、例えば顔料、染料、填料、サイズ剤、耐摩耗性向上剤、
耐水化剤、界面活性剤、ワックス、防錆剤、導電剤、紙粉脱落防止剤等が挙げられる。こ
れらは、本発明の効果を損なわない限り、単独で用いてもよく、複数種を組み合わせて用
いてもよい。
【００２６】
　セルロースナノファイバーの製造方法としては、本発明の効果を損なわない限り、パル
プ繊維を機械的処理による解繊に付してよく、酸素処理、酸処理等の化学的処理による解
繊に付してもよいが、セルロースナノファイバーをより容易かつ確実に得ることができる
観点から、パルプ繊維を機械的処理による解繊に付することが好ましい。
【００２７】
　機械的処理による解繊方法としては、例えばパルプ繊維を回転する砥石間で磨砕するグ
ラインダー法、ホモジナイザー、ボールミル、ロールミル、カッターミル等を用いる粉砕
法などが挙げられる。
【００２８】
　機械的処理による解繊方法としては、これらの中でセルロースナノファイバーをより容
易かつ確実に得ることができる観点から、パルプ繊維を回転する砥石間で磨砕するグライ
ンダー法が好ましい。
【００２９】
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　回転する砥石間で磨砕するグラインダー法としては、例えば石臼式磨砕機を使用する磨
砕処理法を用いることができる。具体的には、石臼式磨砕機の擦り合わせ部にパルプ繊維
を通過させることで、パルプ繊維が通過の際の衝撃、遠心力、剪断力等により次第に磨り
潰され、化学的に変質することなく、均一なセルロースナノファイバーが得られる。その
ため、上記セルロースナノファイバーを用いることで緻密な構造を有するガスバリア層を
形成することができる。
【００３０】
　また、パルプ繊維は解繊の前に予備叩解に付してもよい。
【００３１】
　具体的には、段階的に解繊を進めることが好ましく、特に未叩解の原料パルプをナイヤ
ガラビーター等のいわゆる粘状叩解設備にて予めろ水度（カナディアンフリーネス）を出
発原料の３０％以下まで予備叩解処理した後、回転する砥石間で磨砕するグラインダー法
にてセルロースナノファイバーが得られるまで解繊処理することが、ナノセルロース化処
理において効率的であり、ガスバリア性を付与できるセルロースナノファイバーが得られ
るため好ましい。
【００３２】
　セルロースナノファイバーの保水度としては、４００％以上が好ましく、４３０％以上
がより好ましい。セルロースナノファイバーの保水度が上記下限未満であると、セルロー
スナノファイバーの水への分散性が不十分となるおそれがある。他方、セルロースナノフ
ァイバーの保水度としては、８００％以下が好ましく、５００％以下がより好ましい。セ
ルロースナノファイバーの保水度が上記上限を超えると、自然乾燥工程で長時間を要する
おそれがある。なお、セルロースナノファイバーの保水度（％）はＪＡＰＡＮ　ＴＡＰＰ
Ｉ　Ｎｏ．２６に準拠して測定される。
【００３３】
　塗工液はセルロースナノファイバー及び水を含有するが、本発明の効果を損なわない限
り、その他の塗工用薬剤を任意に含有していてもよい。
【００３４】
　その他の塗工用薬剤としては、例えば顔料、染料、粘度調整剤、ｐＨ調整剤等が挙げら
れる。これらは、本発明の効果を損なわない限り、単独で用いてもよく、複数種を組み合
わせて用いてもよい。
【００３５】
　塗工液の製造方法としては、例えば水、セルロースナノファイバー及びその他の塗工用
薬剤を混合後、混合液に撹拌を加えることで得ることができる。塗工液の状態としては、
例えば分散液、ゲル状分散液等が挙げられる。
【００３６】
　塗工液中のセルロースナノファイバーの含有量としては、０．５質量％以上が好ましく
、１．０質量％以上がより好ましい。セルロースナノファイバーの含有量が上記下限未満
であると、塗工液の乾燥に長時間を要するおそれがある。他方、塗工液中のセルロースナ
ノファイバーの含有量としては、３．０質量％以下が好ましく、２．５質量％以下がより
好ましい。セルロースナノファイバーの含有量が上記上限を超えると、塗工液の粘度が高
くなるおそれがある。
【００３７】
　上記樹脂製の基材に含有される樹脂としては、特に限定されないが、例えば、
　ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リメタクリル酸メチル、ポリビニルアルコール等のアクリル系；
　ポリ乳酸、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカプロラクトン、ポリプロピ
オラクトン等のポリエステル系；
　ポリエチレングリコール等のポリエーテル系；
　普通セロファン、防湿セロファン等のセロファン系；
　フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル、エポキシ樹脂、ジ
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アリルフタレート樹脂、ポリウレタン、ケイ素樹脂、ポリイミド等の熱硬化性樹脂などが
挙げられる。これらは、本発明の効果を損なわない限り、単独で用いてもよく、複数種を
組み合わせて用いてもよい。
【００３８】
　基材に含有される樹脂としては、これらの中で取扱いが簡単で、セルロースナノファイ
バーとの親和性が高いという観点から、ポリエステル系、セロファン系が好ましく、ポリ
エチレンテレフタレート、普通セロファンがより好ましい。
【００３９】
　樹脂製の基材の平均厚さとしては、５μｍ以上が好ましく、１５μｍ以上がより好まし
い。樹脂製の基材の平均厚さが上記下限未満であると、包装材としてのガスバリア性シー
トの取扱いが難しくなるおそれがある。他方、樹脂製の基材の平均厚さとしては、１００
μｍ以下が好ましく、８０μｍ以下がより好ましい。樹脂製の基材の平均厚さが上記上限
を超えると、ガスバリア性シートが可撓性を示し難く、包装材として用い得ないおそれが
ある。
【００４０】
　塗工液の塗工機としては、例えば２ロールサイズプレスコーター、ゲートロールコータ
ー、ブレードメタリングコーター、ロッドメタリングコーター、ブレードコーター、エア
ナイフコーター、ロールコーター、ブラッシュコーター、キスコーター、スクイズコータ
ー、カーテンコーター、ダイコーター、バーコーター（クリアランスバー）、グラビアコ
ーター、ディップコーター、コンマコーター等が挙げられる。
【００４１】
　塗工液の塗工機としては、これらの中で塗工がより容易となる観点から、バーコーター
、コンマコーター、ダイコーターが好ましく、バーコーターがより好ましい。
【００４２】
　塗工液は通常基材の少なくとも一方の面に塗布される。また、塗工液は、本発明の効果
を損なわない限り、基材の両面に塗工してもよい。
【００４３】
（貼合工程）
　本工程では、上記塗工液を塗工した上記基材の面に上記紙素材を貼り合わせる。本工程
を行うことで上記塗工液上に上記紙素材を貼り合わせた基材を得ることができる。特に、
塗工液上に紙素材を貼り合わせることで、塗工液が紙素材中に浸透し、その結果ガスバリ
ア性シートのガスバリア性をより向上させることができる。
【００４４】
　上記紙素材としては、塗工液に含まれる水分を吸水し、乾燥工程で吸水した水分を放出
可能な素材であれば特に限定されないが、例えばろ紙、上質紙、中質紙、コピー用紙、ア
ート紙、コート紙、微塗工紙、クラフト紙等が挙げられる。
【００４５】
　上記紙素材としては、これらの中で吸水性により優れる観点から、上質紙、ろ紙が好ま
しい。
【００４６】
　紙素材の坪量としては、５０ｇ／ｍ２以上が好ましく、５５ｇ／ｍ２以上がより好まし
い。紙素材の坪量が上記下限未満であると、吸水性が不十分となるおそれがある。他方、
紙素材の坪量としては、４００ｇ／ｍ２以下が好ましく、３００ｇ／ｍ２以下がより好ま
しい。紙素材の坪量が上記上限を超えると、乾燥性が低下するとともに、包装材として可
撓性が低下し、包装材として不適になるおそれがある。
【００４７】
　貼合方法としては、例えば公知の貼り合わせ装置等を用いる方法、ガスバリア層の表出
面上に紙素材を貼り合わせ装置を用いず、抄き合せ等の手段にてそのまま紙素材を貼り合
わせる方法等が挙げられる。
【００４８】
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　紙素材は通常基材の少なくとも一方の面に貼り合わされる。また、紙素材は、本発明の
効果を損なわない限り、基材の両面に貼り合わしてもよい。
【００４９】
（乾燥工程）
　本工程では、上記塗工液を乾燥する。本工程を行うことで樹脂製の基材とこの基材の少
なくとも一方の面側に積層されるガスバリア層を備えるガスバリア性シートを得ることが
できる。
【００５０】
　発明者等の鋭意開発において、理由は定かではないが、樹脂製の基材の一方の面側に設
けるセルロースナノファイバーを含有する塗工液を設けた後、塗工液中の水分を紙素材を
介在せず乾燥工程に供すると、ガスバリア層中に乾燥に伴う微細なクラック等が発生し、
当該クラック等がガスバリア性を損ない、結果としてガスバリアシートとしての機能を伴
わないことを知見している。また、紙素材を介在させることで、乾燥を速やかにかつマイ
ルドに行うことで、本件発明の課題であるガスバリア性に優れたガスバリア性シートの製
造方法を見出している。
【００５１】
　乾燥工程での温度としては、１０℃以上が好ましく、１５℃以上がより好ましい。乾燥
工程での温度が上記下限未満であると、乾燥工程に長時間を要するおそれがある。他方、
乾燥工程での温度としては、１８０℃以下が好ましく、１６０℃以下がより好ましい。乾
燥工程での温度が上記上限を超えると、紙素材を介在させたとしても、ガスバリア層にク
ラック等が発生し、その結果ガスバリア性シートのガスバリア性が不十分となったり、紙
やフィルムが熱劣化して変性するおそれがある。
【００５２】
　乾燥方法は、特に限定されないが、例えばオーブン中で上記温度下に調節しつつ行う方
法、上記温度下で風乾させる方法等が挙げられる。
【００５３】
　ガスバリア層の塗工量としては、固形分換算で、０．５ｇ／ｍ２以上が好ましく、５ｇ
／ｍ２以上がより好ましい。ガスバリア層の塗工量が上記下限未満であると、ガスバリア
層内のガス透過を十分に抑制できずガスバリア層をガスが透過してしまい、ガスバリア性
を十分に発揮できなくなるおそれがあると共に、ガスバリア層の塗工厚みが不均一になり
平面方向におけるガスバリア性にバラつきが生じるおそれがある。他方、ガスバリア層の
塗工量としては、３０ｇ／ｍ２以下が好ましく、２０ｇ／ｍ２以下がより好ましく、１０
ｇ／ｍ２以下がさらに好ましい。ガスバリア層の塗工量が上記上限を超えると、ガスバリ
ア層が可撓性に欠けることでガスバリア層にクラックが入り易くなり、ガスバリア性を損
なうおそれがあり、また乾燥にも長時間を要してしまうおそれがある。
【００５４】
＜ガスバリア性シート＞
　当該ガスバリア性シートは、樹脂製の基材と、この基材の少なくとも一方の面側に積層
される、上記セルロースナノファイバーを含有するガスバリア層を備えるため、ガスバリ
ア性、特に変質の重要な起因物質とされている酸素バリア性に優れる。
【００５５】
　当該ガスバリア性シートの酸素透過度としては、１．３ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ以
下が好ましく、１ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ以下がより好ましい。ガスバリア性シート
の酸素透過度が上記上限を超えると、当該ガスバリア性シートのガスバリア性が不十分と
なるおそれがある。なお、ガスバリア性シートの酸素透過度（ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔ
ｍ）はＪＩＳ－Ｋ－７１２６－１：２００６「プラスチック－フィルム及びシート－ガス
透過度試験方法－１部：差圧法」に準拠して測定される。
【実施例】
【００５６】
　以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限



(8) JP 6373175 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

定されるものではない。
【００５７】
＜評価方法＞
　実施例及び比較例における各種物性は以下の評価方法に準じて測定した。
【００５８】
（セルロースナノファイバーの保水度（％））
　セルロースナノファイバーの保水度（％）はＪＡＰＡＮ　ＴＡＰＰＩ　Ｎｏ．２６に準
拠して測定した。
【００５９】
（ガスバリア性シートの酸素透過度（ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ））
　ガスバリア性シートの酸素透過度（ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ）はＪＩＳ－Ｋ－７１
２６－１：２００６「プラスチック－フィルム及びシート－ガス透過度試験方法－１部：
差圧法」に準拠して、ＧＴＲ社の「ＧＴＲ－１１ＡＥＴ」を用いて２５℃で２時間測定し
た。
【００６０】
＜実施例１＞
（塗工工程）
　広葉樹由来のパルプを摩砕機（増幸産業社の「マスコロイダー」）により解繊して保水
度４３５％のセルロースナノファイバーを得て、このセルロースナノファイバーを含有す
る２質量％ゲル状分散液を作製した。次いで、得られたゲル状分散液をそのまま塗工液と
して使用し、平均厚さ２０μｍの普通セロファンの表面全面にクリアランスバーを用いて
塗工した。
【００６１】
（貼合工程）
　普通セロファンの表面全面に塗工された上記塗工液上に普通セロファンと同形状の坪量
６０ｇ／ｍ２の上質紙を貼り合わせた。
【００６２】
（乾燥工程）
　普通セロファン、塗工液及び上質紙が上記塗工工程及び上記貼合工程によって順次積層
された積層シートを温度１０５℃で、２０分間、オーブン中で加熱乾燥させた。この乾燥
によって、普通セロファンの表面に固形分換算の塗工量が１４．８ｇ／ｍ２のガスバリア
層が積層され、さらにこのガスバリア層の表面に上質紙が積層された実施例１のガスバリ
ア性シートを得た。
【００６３】
＜実施例２、３＞
（塗工工程）
　実施例１と同様にしてゲル状分散液を作製した。また、得られたゲル状分散液をそのま
ま塗工液として使用し、実施例１と同様の普通セロファンの表面全面にクリアランスバー
を用いて塗工した。
【００６４】
（貼合工程）
　普通セロファンの表面全面に塗工された上記塗工液に実施例１と同様の上質紙を貼り合
せた。
【００６５】
（乾燥工程）
　普通セロファン、塗工液及び上質紙が上記塗工工程及び上記貼合工程によって順次積層
された積層シートを表１の温度で、２０分間、オーブン中で加熱乾燥させた。この乾燥に
よって、普通セロファンの表面に表１の塗工量（固形分換算）のガスバリア層が積層され
、さらにこのガスバリア層の表面に上質紙が積層された実施例２、３のガスバリア性シー
トを得た。
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【００６６】
＜実施例４～６＞
（塗工工程）
　セルロースナノファイバーの保水度を表１の値とした以外、実施例１と同様にしてゲル
状分散液を作製した。得られたゲル状分散液をそのまま塗工液として使用し、実施例１と
同様の普通セロファンの表面全面にクリアランスバーを用いて塗工した。
【００６７】
（貼合工程）
　普通セロファンの表面全面に塗工された上記塗工液に実施例１と同様の上質紙を貼り合
わせた。
【００６８】
（乾燥工程）
　普通セロファン、塗工液及び上質紙が上記塗工工程及び上記貼合工程によって順次積層
された積層シートを表１の温度でオーブン中で加熱乾燥させた。この乾燥によって、普通
セロファンの表面に表１の塗工量（固形分換算）のガスバリア層が積層され、さらにこの
ガスバリア層の表面に上質紙が積層された実施例４～６のガスバリア性シートを得た。ま
た、乾燥時間については、実施例４、５は２０分間とし、実施例６は１時間とした。
【００６９】
＜実施例７＞
（塗工工程）
　実施例１と同様にしてゲル状分散液を作製した。また、得られたゲル状分散液をそのま
ま塗工液として使用し、平均厚さ７５μｍのＰＥＴフィルムの表面全面にクリアランスバ
ーを用いて塗工した。
【００７０】
（貼合工程）
　ＰＥＴフィルムの表面全面に塗工された上記塗工液上にＰＥＴフィルムと同形状の坪量
２７０ｇ／ｍ２のろ紙を貼り合わせた。
【００７１】
（乾燥工程）
　ＰＥＴフィルム、塗工液及びろ紙が上記塗工工程及び上記貼合工程によって順次積層さ
れた積層シートを表１の温度で、２０分間、オーブン中で加熱乾燥させた。この乾燥によ
り、ＰＥＴフィルムの表面に表１の塗工量（固形分換算）のガスバリア層が積層され、さ
らにこのガスバリア層の表面にろ紙が積層された実施例７のガスバリア性シートを得た。
【００７２】
＜実施例８＞
（塗工工程）
　セルロースナノファイバーの保水度を表１の値とした以外、実施例１と同様にしてゲル
状分散液を作製した。得られたゲル状分散液をそのまま塗工液として使用し、平均厚さ２
０μｍのプラズマ処理ＰＰフィルム（表面にプラズマ処理が施されたポリプロピレンフィ
ルム）の表面全面にクリアランスバーを用いて塗工した。
【００７３】
（貼合工程）
　プラズマ処理ＰＰフィルムの表面全面に塗工された上記塗工液上にプラズマ処理ＰＰフ
ィルムと同形状の坪量６４ｇ／ｍ２のＰＰＣ用紙（コピー用紙普通紙）を貼り合せた。
【００７４】
（乾燥工程）
　プラズマ処理ＰＰフィルム、塗工液及びＰＰＣ用紙が上記塗工工程及び上記貼合工程に
よって順次積層された積層シートを表１の温度で、２０分間、オーブン中で加熱乾燥させ
た。この乾燥により、プラズマ処理ＰＰフィルムの表面に表１の塗工量（固形分換算）の
ガスバリア層が積層され、さらにこのガスバリア層の表面にＰＰＣ用紙が積層された実施
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【００７５】
＜比較例１～３＞
　実施例１～６と同様の普通セロファンからなるフィルムを比較例１のシートとした。ま
た、実施例７と同様のＰＥＴフィルムからなるフィルムを比較例２のシートとした。さら
に、実施例８と同様のプラズマ処理ＰＰフィルムからなるフィルムを比較例３のシートと
した。
【００７６】
＜比較例４＞
（塗工工程）
　セルロースナノファイバーの保水度を表１の値とした以外、実施例１と同様にしてゲル
状分散液を作製した。得られたゲル状分散液をそのまま塗工液として使用し、実施例８と
同様のプラズマ処理ＰＰフィルムの表面全面にクリアランスバーを用いて塗工した。
【００７７】
（乾燥工程）
　上記塗工液が表面全面に塗工されたプラズマ処理ＰＰフィルムを表１の温度で、２０分
間、オーブン中で加熱乾燥させた。この乾燥によって、プラズマ処理ＰＰフィルムの表面
に表１の塗工量（固形分換算）のガスバリア層を備える比較例４のガスバリア性シートを
得た。
【００７８】
　各実施例及び各比較例での製造工程、使用原料等を表１に示す。なお、表１中の「－」
は、項目に対応する値若しくは材料が存在しないこと、又は評価を行わなかったことを示
す。
【００７９】
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【表１】

【００８０】
　表１より、実施例１～８のガスバリア性シートは、酸素透過度が１．３ｃｃ／ｍ２・ｄ
ａｙ・ａｔｍ以下と低く、優れたガスバリア性を有することが分かった。これに対し、比
較例１～３のシートは、実施例１～８のようなガスバリア層及び紙素材を有しないため、
十分なガスバリア性が得られないことが分かった。また、比較例４のガスバリア性シート
は、ガスバリア層の表面側に紙素材が積層されていないため、ガスバリア層にクラックが
発生し、十分なガスバリア性が得られないことが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　上述のように、当該ガスバリア性シートの製造方法はガスバリア性に優れたガスバリア
性シートを容易かつ確実に得ることができる。従って、当該ガスバリア性シートの製造方
法によって得られるガスバリア性シートはこのような特性が求められる用途、特に食品包
装材として好適に用いることができる。
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